
1/1  

● 千 葉 県 都 市 計 画 事 業 土 地 区 画 整 理 事 業 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 ○ 千 葉 県 都 市 計 画 事 業 土 地 区 画 整 理 事 業 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 五 年 千 葉 県 条 例 第 二 十 七 号 ） に 関 す る 資 料 

 

新 旧 

（ 清 算 金 の 分 割 納 付 ） （ 清 算 金 の 分 割 納 付 ） 

第 十 八 条 二 万 円 を 超 え る 金 額 を 清 算 金 と し て 納 付 す べ き 者 は 、 知 事 の 承 認 を

得 て 、 そ の 清 算 金 を 分 割 納 付 す る こ と が で き る 。 

第 十 八 条 二 万 円 を 超 え る 金 額 を 清 算 金 と し て 納 付 す べ き 者 は 、 知 事 の 承 認 を

得 て 、 そ の 清 算 金 を 分 割 納 付 す る こ と が で き る 。 

２ 知 事 は 、 前 項 の 承 認 に 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。 ２ 知 事 は 、 前 項 の 承 認 に 条 件 を 附 す る こ と が で き る 。 

３ 第 一 項 の 規 定 に よ り 清 算 金 を 分 割 納 付 す る 場 合 に お い て 当 該 清 算 金 に 付 す

べ き 利 子 の 利 率 は 、 法 第 百 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 換 地 処 分 の 公 告 が あ つ た

日 の 翌 日 に お け る 法 定 利 率 以 内 で 一 般 金 融 市 場 に お け る 金 利 を 勘 案 し て 規 則

で 定 め る 率 と す る 。 

３ 第 一 項 の 規 定 に よ り 清 算 金 を 分 割 納 付 す る 場 合 に お い て 当 該 清 算 金 に 付 す

べ き 利 子 の 利 率 は 、 年 六 パ ー セ ン ト 以 内 で 一 般 金 融 市 場 に お け る 金 利 を 勘 案

し て 規 則 で 定 め る 率 と す る 。 

  

 


